
  

一 

自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
改
正
の
趣
旨 

自
衛
隊
法
等
に
つ
い
て
、
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
状
態
に
戻
す
た
め
の
改
正
を
行
う
こ
と
。 

第
二 

自
衛
隊
法
の
一
部
改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

一 

自
衛
隊
の
任
務
に
係
る
改
正 

自
衛
隊
の
任
務
に
関
し
、
我
が
国
の
防
衛
は
直
接
侵
略
及
び
間
接
侵
略
に
対
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
し
、
我
が
国
の
平

和
及
び
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
態
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る
活
動
は
我
が
国
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
も
の
に
限
定

す
る
こ
と
。 

二 

防
衛
出
動
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
態
に
係
る
改
正 

１ 

内
閣
総
理
大
臣
が
防
衛
出
動
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
事
態
か
ら
、
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る

武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根

底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
事
態
を
削
る
こ
と
。 



 

二 

２ 

１
に
伴
い
、
自
衛
隊
法
第
七
十
七
条
の
二
の
防
御
施
設
構
築
の
措
置
に
係
る
規
定
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
理

を
行
う
こ
と
。 

三 

在
外
邦
人
等
の
保
護
措
置
に
係
る
規
定
の
削
除 

１ 

自
衛
隊
の
部
隊
等
（
以
下
「
部
隊
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
外
国
に
お
け
る
緊
急
事
態
に
際
し
て
生
命
又
は
身
体
に

危
害
が
加
え
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
邦
人
の
警
護
、
救
出
そ
の
他
の
当
該
邦
人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
の
た
め
の
措

置
（
輸
送
を
含
む
。
以
下
「
保
護
措
置
」
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
と
併
せ
て
保
護
を
行
う
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

者
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

２ 

１
に
伴
い
、
防
衛
大
臣
が
自
衛
隊
の
特
別
の
部
隊
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
由
か
ら
保
護
措
置
を
削
る
と
と
も

に
、
外
国
の
領
域
に
お
い
て
保
護
措
置
を
行
う
職
務
に
従
事
す
る
自
衛
官
の
武
器
の
使
用
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ

と
。 

四 

合
衆
国
軍
隊
等
の
部
隊
の
武
器
等
の
防
護
の
た
め
の
武
器
の
使
用
に
係
る
規
定
の
削
除 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
（
以
下
「
合
衆
国
軍
隊
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
外
国
の
軍
隊
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織

の
部
隊
で
あ
っ
て
自
衛
隊
と
連
携
し
て
我
が
国
の
防
衛
に
資
す
る
活
動
（
共
同
訓
練
を
含
み
、
現
に
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ



  

三 

て
い
る
現
場
で
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
現
に
従
事
し
て
い
る
も
の
の
武
器
等
を
職
務
上
警
護
す
る
自
衛
官
の
武
器

の
使
用
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

五 

合
衆
国
軍
隊
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
又
は
英
国
軍
隊
に
対
す
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
改
正 

１ 

次
に
掲
げ
る
合
衆
国
軍
隊
を
物
品
又
は
役
務
の
提
供
の
対
象
か
ら
削
る
こ
と
。 

① 

自
衛
隊
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
区
域
に
係
る
同
項
の
警
護
を
行
う
部
隊
等
と
共

に
当
該
施
設
及
び
区
域
内
に
所
在
し
て
当
該
施
設
及
び
区
域
の
警
護
を
行
う
合
衆
国
軍
隊 

② 

自
衛
隊
法
第
八
十
二
条
の
二
の
海
賊
対
処
行
動
を
行
う
自
衛
隊
の
部
隊
と
共
に
現
場
に
所
在
し
て
当
該
海
賊
対
処

行
動
と
同
種
の
活
動
を
行
う
合
衆
国
軍
隊 

③ 

自
衛
隊
法
第
八
十
二
条
の
三
第
一
項
又
は
第
三
項
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
等
を
破
壊
す
る
措
置
を
と
る
た
め
必
要
な
行

動
を
と
る
自
衛
隊
の
部
隊
と
共
に
現
場
に
所
在
し
て
当
該
行
動
と
同
種
の
活
動
を
行
う
合
衆
国
軍
隊 

④ 

自
衛
隊
法
第
八
十
四
条
の
二
の
機
雷
等
の
除
去
及
び
こ
れ
ら
の
処
理
を
行
う
自
衛
隊
の
部
隊
と
共
に
現
場
に
所
在

し
て
こ
れ
ら
の
活
動
と
同
種
の
活
動
を
行
う
合
衆
国
軍
隊 

⑤ 

保
護
措
置
を
行
う
部
隊
等
と
共
に
現
場
に
所
在
し
て
当
該
保
護
措
置
と
同
種
の
活
動
を
行
う
合
衆
国
軍
隊 



 

四 

⑥ 

我
が
国
の
防
衛
に
資
す
る
情
報
の
収
集
の
た
め
の
活
動
を
行
う
自
衛
隊
の
部
隊
と
共
に
現
場
に
所
在
し
て
当
該
活

動
と
同
種
の
活
動
を
行
う
合
衆
国
軍
隊 

⑦ 
訓
練
、
連
絡
調
整
そ
の
他
の
日
常
的
な
活
動
の
た
め
、
航
空
機
、
船
舶
又
は
車
両
に
よ
り
合
衆
国
軍
隊
の
施
設
に

到
着
し
て
一
時
的
に
滞
在
す
る
部
隊
等
と
共
に
現
場
に
所
在
し
、
訓
練
、
連
絡
調
整
そ
の
他
の
日
常
的
な
活
動
を
行

う
合
衆
国
軍
隊 

２ 

次
に
掲
げ
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
及
び
英
国
軍
隊
を
物
品
又
は
役
務
の
提
供
の
対
象
か
ら
削
る
こ
と
。 

① 

自
衛
隊
法
第
八
十
二
条
の
二
の
海
賊
対
処
行
動
を
行
う
自
衛
隊
の
部
隊
と
共
に
現
場
に
所
在
し
て
当
該
海
賊
対
処

行
動
と
同
種
の
活
動
を
行
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
及
び
英
国
軍
隊 

② 

自
衛
隊
法
第
八
十
四
条
の
二
の
機
雷
等
の
除
去
及
び
こ
れ
ら
の
処
理
を
行
う
自
衛
隊
の
部
隊
と
共
に
現
場
に
所
在

し
て
こ
れ
ら
の
活
動
と
同
種
の
活
動
を
行
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
及
び
英
国
軍
隊 

③ 

保
護
措
置
を
行
う
部
隊
等
と
共
に
現
場
に
所
在
し
て
当
該
保
護
措
置
と
同
種
の
活
動
を
行
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍

隊
及
び
英
国
軍
隊 

④ 

我
が
国
の
防
衛
に
資
す
る
情
報
の
収
集
の
た
め
の
活
動
を
行
う
自
衛
隊
の
部
隊
と
共
に
現
場
に
所
在
し
て
当
該
活



  

五 

動
と
同
種
の
活
動
を
行
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
及
び
英
国
軍
隊 

３ 

自
衛
隊
法
に
お
い
て
合
衆
国
軍
隊
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
隊
及
び
英
国
軍
隊
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
物
品
の
提
供
に

は
、
弾
薬
の
提
供
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

六 

国
外
犯
の
処
罰
対
象
と
な
る
犯
罪
に
係
る
改
正 

上
官
の
職
務
上
の
命
令
に
対
し
多
数
共
同
し
て
反
抗
す
る
罪
等
に
つ
い
て
国
外
犯
を
処
罰
す
る
こ
と
と
す
る
規
定
を
削

除
す
る
こ
と
。 

七 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
三 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
条
関
係
） 

一 

協
力
の
対
象
と
な
る
活
動
及
び
国
際
平
和
協
力
業
務
に
係
る
改
正 

１ 

国
際
平
和
協
力
業
務
の
実
施
及
び
物
資
協
力
の
対
象
か
ら
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
を
削
る
こ
と
。 

２ 

国
際
平
和
協
力
業
務
の
実
施
及
び
物
資
協
力
の
対
象
で
あ
る
国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
に
つ
い
て
、
紛
争
に
よ
る
混

乱
を
解
消
す
る
過
程
で
行
わ
れ
る
選
挙
に
係
る
活
動
を
削
る
こ
と
。 

３ 

国
際
平
和
協
力
業
務
か
ら
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
削
る
こ
と
。 



 

六 

① 

防
護
を
必
要
と
す
る
住
民
、
被
災
民
そ
の
他
の
者
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
に
対
す
る
危
害
の
防
止
及
び
抑
止
そ

の
他
特
定
の
区
域
の
保
安
の
た
め
の
監
視
、
駐
留
、
巡
回
、
検
問
及
び
警
護 

② 
矯
正
行
政
事
務
に
関
す
る
助
言
若
し
く
は
指
導
又
は
矯
正
行
政
事
務
の
監
視 

③ 

立
法
又
は
司
法
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
助
言
又
は
指
導 

④ 

国
の
防
衛
に
関
す
る
組
織
等
の
設
立
又
は
再
建
を
援
助
す
る
た
め
の
助
言
若
し
く
は
指
導
又
は
教
育
訓
練
に
関
す

る
業
務 

⑤ 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
又
は
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
を
統
括
し
、
又
は
調
整
す
る
組
織
に
お
い
て
行
う
一
定

の
業
務
の
実
施
に
必
要
な
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
又
は
情
報
の
収
集
整
理 

⑥ 

国
際
平
和
協
力
業
務
の
う
ち
一
定
の
も
の
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
、
国
際
連
携
平
和

安
全
活
動
若
し
く
は
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
活
動
を
支
援
す
る
者
の
生
命
又
は
身

体
に
対
す
る
不
測
の
侵
害
又
は
危
難
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
緊
急
の
要
請
に
対
応
し
て
行

う
こ
れ
ら
の
者
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護 

４ 

選
挙
の
監
視
等
に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
に
つ
い
て
、
国
際
平
和
協
力
隊
の
隊
員
と
し
て
自
衛
隊
員
が
従
事
す
る



  

七 

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

二 
武
器
の
使
用
に
係
る
規
定
の
削
除 

１ 
派
遣
先
国
に
お
い
て
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
す
る
自
衛
官
の
宿
営
す
る
宿
営
地
で
あ
っ
て
当
該
業
務
に
従
事
す

る
外
国
の
軍
隊
の
部
隊
の
要
員
が
共
に
宿
営
す
る
も
の
に
対
す
る
攻
撃
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
宿
営
地
に
所
在

す
る
者
の
生
命
又
は
身
体
を
防
護
す
る
た
め
の
武
器
の
使
用
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

２ 

一
の
３
の
①
及
び
⑥
の
業
務
の
削
除
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
業
務
に
従
事
す
る
自
衛
官
に
係
る
武
器
の
使
用
に
係
る
規

定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

三 

自
衛
官
の
国
際
連
合
へ
の
派
遣
に
係
る
規
定
の
削
除 

国
際
連
合
の
業
務
で
あ
っ
て
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
に
参
加
す
る
部
隊
等
又
は
外
国
の
軍
隊
の
部
隊
に
よ
り
実
施
さ

れ
る
業
務
の
統
括
に
関
す
る
も
の
に
従
事
さ
せ
る
た
め
の
自
衛
官
の
派
遣
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

四 

そ
の
他
の
事
項 

１ 

国
際
平
和
協
力
本
部
長
は
国
際
平
和
協
力
隊
の
隊
員
の
安
全
の
確
保
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
規

定
を
削
除
す
る
こ
と
。 



 

八 

２ 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
起
因
す
る
損
害
に
つ
い
て
の
活
動
参
加
国
等
及
び
そ
の
要
員
に
対
す
る
我
が
国
の
請

求
権
の
放
棄
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

３ 
国
際
平
和
協
力
業
務
等
を
実
施
す
る
部
隊
等
と
共
に
そ
の
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
に
所
在
し
て
大
規
模
な
災
害
に
対

処
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
又
は
英
国
の
軍
隊
に
対
す
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
に
係
る
規
定
を
削

除
す
る
こ
と
。 

４ 

国
際
平
和
協
力
業
務
の
実
施
及
び
物
資
協
力
の
対
象
と
な
る
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
に
係
る
要
請
を
行
う
国
際
機

関
か
ら
、
国
際
連
合
人
口
基
金
及
び
国
際
連
合
人
間
居
住
計
画
を
削
る
こ
と
。 

５ 

停
戦
合
意
等
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い
て
物
資
協
力
の
対
象
と
な
る
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
を
実
施
す
る
国
際

機
関
か
ら
、
国
際
連
合
人
口
基
金
及
び
国
際
連
合
人
間
居
住
計
画
を
削
る
こ
と
。 

五 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
四 

重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

（
第
三
条
関
係
） 

一 

題
名
の
改
正 



  

九 

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
」
に

改
め
る
こ
と
。 

二 

目
的
規
定
の
改
正 

こ
の
法
律
の
目
的
を
、
我
が
国
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
態
（
以

下
「
周
辺
事
態
」
と
い
う
。
）
に
対
応
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
、
そ
の
実
施
の
手
続
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定

め
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
以
下
「
日
米
安
保
条
約
」
と
い
う
。
）
の

効
果
的
な
運
用
に
寄
与
し
、
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

三 

後
方
支
援
活
動
等
に
係
る
改
正 

１ 

「
後
方
支
援
活
動
」
を
「
後
方
地
域
支
援
」
に
改
め
、
後
方
地
域
支
援
と
し
て
の
物
品
及
び
役
務
の
提
供
、
便
宜
の

供
与
そ
の
他
の
支
援
措
置
の
対
象
を
周
辺
事
態
に
際
し
て
日
米
安
保
条
約
の
目
的
の
達
成
に
寄
与
す
る
活
動
を
行
っ
て

い
る
合
衆
国
軍
隊
に
限
定
し
、
後
方
地
域
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

２ 

「
捜
索
救
助
活
動
」
を
「
後
方
地
域
捜
索
救
助
活
動
」
に
改
め
、
遭
難
し
た
戦
闘
参
加
者
の
捜
索
又
は
救
助
を
行
う

活
動
（
救
助
し
た
者
の
輸
送
を
含
む
。
）
は
、
周
辺
事
態
に
お
け
る
戦
闘
行
為
に
つ
い
て
後
方
地
域
に
お
い
て
実
施
す



 

一
〇 

る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

３ 

後
方
地
域
と
は
、
我
が
国
領
域
並
び
に
現
に
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
そ
こ
で
実
施
さ
れ
る
活
動
の

期
間
を
通
じ
て
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
我
が
国
周
辺
の
公
海
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連

合
条
約
に
規
定
す
る
排
他
的
経
済
水
域
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
上
空
の
範
囲
を
い
う
こ
と
。 

４ 

後
方
地
域
捜
索
救
助
活
動
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
、
実
施
区
域
に
隣
接
す
る
外
国
の
領
海
に
在
る
遭
難
者
を
認

め
た
と
き
は
、
当
該
外
国
の
同
意
を
得
て
、
当
該
遭
難
者
の
救
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
海
域

に
お
い
て
、
現
に
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
活
動
の
期
間
を
通
じ
て
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
こ
と
。 

５ 

後
方
地
域
支
援
に
お
い
て
は
、
弾
薬
の
提
供
並
び
に
戦
闘
作
戦
行
動
の
た
め
に
発
進
準
備
中
の
航
空
機
に
対
す
る
給

油
及
び
整
備
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
、
物
品
及
び
役
務
の
提
供
は
、
公
海
及
び
そ
の
上
空
で
行
わ
れ
る
輸
送
を
除
き
、

我
が
国
領
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

四 

基
本
計
画
に
定
め
る
事
項
の
削
除 

基
本
計
画
に
定
め
る
事
項
か
ら
、
後
方
支
援
活
動
又
は
捜
索
救
助
活
動
を
外
国
の
領
域
で
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
部



  

一
一 

隊
等
の
規
模
及
び
構
成
並
び
に
装
備
並
び
に
派
遣
期
間
を
削
除
し
、
そ
の
実
施
区
域
の
範
囲
を
当
該
外
国
等
と
協
議
し
て

定
め
る
こ
と
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

五 

武
器
の
使
用
に
係
る
規
定
の
改
正 

１ 

後
方
地
域
支
援
と
し
て
の
自
衛
隊
の
役
務
の
提
供
又
は
後
方
地
域
捜
索
救
助
活
動
の
実
施
を
命
ぜ
ら
れ
た
部
隊
等
の

自
衛
官
に
よ
る
武
器
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
そ
の
職
務
を
行
う
に
際
し
て
の
自
己
又
は
自
己
と
共
に
当
該
職
務

に
従
事
す
る
者
の
生
命
又
は
身
体
の
防
護
に
限
定
す
る
こ
と
。 

２ 

外
国
の
領
域
に
設
け
ら
れ
た
当
該
部
隊
等
の
宿
営
す
る
宿
営
地
で
あ
っ
て
合
衆
国
軍
隊
等
の
要
員
が
共
に
宿
営
す
る

も
の
に
対
す
る
攻
撃
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
宿
営
地
に
存
在
す
る
者
の
生
命
又
は
身
体
を
防
護
す
る
た
め
の
武

器
の
使
用
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

六 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
五 

重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

一 

題
名
の
改
正 

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
周
辺
事
態
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。 



 

一
二 

二 

目
的
規
定
の
改
正 

こ
の
法
律
の
目
的
を
、
周
辺
事
態
に
対
応
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
し
、
そ
の
実
施
の
態
様
、
手

続
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
定
め
、
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る

法
律
と
相
ま
っ
て
、
日
米
安
保
条
約
の
効
果
的
な
運
用
に
寄
与
し
、
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。 

三 

船
舶
検
査
活
動
の
実
施
等
に
係
る
改
正 

１ 

船
舶
検
査
活
動
は
、
周
辺
事
態
に
際
し
、
我
が
国
領
海
又
は
我
が
国
周
辺
の
公
海
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
。 

２ 

国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
お
け
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

３ 

船
舶
検
査
活
動
に
伴
う
物
品
及
び
役
務
の
提
供
は
、
当
該
活
動
に
相
当
す
る
活
動
を
行
う
日
米
安
保
条
約
の
目
的
に

寄
与
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
合
衆
国
軍
隊
に
限
定
す
る
こ
と
。 

四 

武
器
の
使
用
に
係
る
規
定
の
改
正 

自
衛
官
に
よ
る
武
器
の
使
用
は
、
船
舶
検
査
活
動
の
実
施
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
部
隊
等
の
自
衛
官
が
対
象
船
舶
に

乗
船
し
て
そ
の
職
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
自
己
又
は
自
己
と
共
に
当
該
職
務
に
従
事
す
る
者
の
生
命
又
は
身
体
の
防
護



  

一
三 

に
限
定
す
る
こ
と
。 

五 
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
六 

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す

る
法
律
の
一
部
改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
関
係
） 

一 

題
名
の
改
正 

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関

す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。 

二 

目
的
規
定
の
改
正 

三
の
１
の
存
立
危
機
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
部
分
を
削
る
こ
と
。 

三 

定
義
規
定
の
改
正 

１ 

存
立
危
機
事
態
（
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の
存

立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
事
態
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
対
処
措
置
の
対
象
か
ら
削
る
こ
と
。 



 

一
四 

２ 

対
処
措
置
と
し
て
外
国
の
軍
隊
の
行
動
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
た
め
に
実
施
す
る
物
品
、
施
設
又
は
役
務

の
提
供
等
の
措
置
の
対
象
を
合
衆
国
軍
隊
が
実
施
す
る
日
米
安
保
条
約
に
従
っ
て
武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要

な
行
動
に
限
定
す
る
こ
と
。 

四 

基
本
理
念
の
改
正 

存
立
危
機
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
部
分
を
削
る
こ
と
。 

五 

国
の
責
務
の
改
正 

１ 

存
立
危
機
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
部
分
を
削
る
こ
と
。 

２ 

関
係
機
関
が
行
う
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
へ
の
対
処
に
つ
い
て
の
訓
練
そ
の
他
の
関
係
機
関
相
互
の

緊
密
な
連
携
協
力
の
確
保
に
資
す
る
施
策
に
関
す
る
国
の
責
務
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

六 

対
処
基
本
方
針
の
改
正 

１ 

存
立
危
機
事
態
に
関
す
る
部
分
を
削
る
こ
と
。 

２ 

対
処
基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
、
対
処
す
べ
き
事
態
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の
を
削
る
こ
と
。 

① 

事
態
の
経
緯
、
事
態
が
武
力
攻
撃
事
態
で
あ
る
こ
と
、
武
力
攻
撃
予
測
事
態
で
あ
る
こ
と
又
は
存
立
危
機
事
態
で



  

一
五 

あ
る
こ
と
の
認
定
及
び
当
該
認
定
の
前
提
と
な
っ
た
事
実 

② 

事
態
が
武
力
攻
撃
事
態
又
は
存
立
危
機
事
態
で
あ
る
と
認
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
我
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、

国
民
を
守
る
た
め
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
く
、
事
態
に
対
処
す
る
た
め
武
力
の
行
使
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
理
由 

七 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
七 

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措

置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
六
条
関
係
） 

一 

題
名
の
改
正 

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措

置
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。 

二 

目
的
規
定
の
改
正 

目
的
規
定
か
ら
、
「
武
力
攻
撃
事
態
等
又
は
存
立
危
機
事
態
に
お
い
て
自
衛
隊
と
協
力
し
て
武
力
攻
撃
又
は
存
立
危
機

武
力
攻
撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
外
国
軍
隊
の
行
動
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
た
め
の
措
置
」
を
削
る
こ



 

一
六 

と
。 

三 
定
義
規
定
の
改
正 

１ 
存
立
危
機
事
態
を
行
動
関
連
措
置
の
対
象
と
す
る
事
態
か
ら
削
る
こ
と
。 

２ 

行
動
関
連
措
置
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て
、
合
衆
国
軍
隊
の
行
動
が
円
滑
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
た
め

の
措
置
等
に
限
定
す
る
こ
と
。 

四 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
八 

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
特
定
公
共
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 
 
 
 
 

（
第
七
条
関
係
） 

一 

特
定
公
共
施
設
等
の
利
用
に
係
る
措
置
の
対
象
と
な
る
対
処
措
置
等
の
対
象
か
ら
、
日
米
安
保
条
約
に
従
っ
て
武
力
攻

撃
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
行
動
を
実
施
し
て
い
る
合
衆
国
軍
隊
以
外
の
外
国
軍
隊
が
実
施
す
る
行
動
を
削
る
こ
と
。 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
九 

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

（
第
八
条
関
係
） 

一 

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ



  

一
七 

と
。 

二 
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

第
十 

武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

 

（
第
九
条
関
係
） 

一 

こ
の
法
律
の
題
名
を
「
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
こ
と
。 

二 

存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
拘
束
、
抑
留
そ
の
他
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

第
十
一 

国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
の
一
部
改
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
条
関
係
） 

一 

国
家
安
全
保
障
会
議
の
審
議
事
項
と
し
て
、
存
立
危
機
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
、
存
立
危
機
事
態
、

重
要
影
響
事
態
及
び
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
重
要
事
項
、
国
際
平
和
協
力
業
務
の
実
施
等
に
関
す

る
重
要
事
項
並
び
に
自
衛
隊
の
行
動
に
関
す
る
重
要
事
項
を
削
り
、
自
衛
隊
法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
自
衛
隊
の
活
動

に
関
す
る
重
要
事
項
を
追
加
す
る
こ
と
。 

二 

内
閣
総
理
大
臣
が
国
家
安
全
保
障
会
議
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
か
ら
、
第
三
の
一
の
３
の
①
又
は
⑥
に
掲

げ
る
業
務
の
実
施
に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
実
施
計
画
の
決
定
及
び
変
更
に
関
す
る
も
の
並
び
に
第
三
の
三
の
自
衛
官

の
国
際
連
合
へ
の
派
遣
に
関
す
る
も
の
並
び
に
保
護
措
置
の
実
施
に
関
す
る
も
の
を
削
る
こ
と
。 



 

一
八 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

第
十
二 

施
行
期
日
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
附
則
関
係
） 

一 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

二 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
及
び
関
係
法
律
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
こ
と
。 


